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はじめに ～基本設計方針（素案）の位置づけ 

 

「基本設計方針」は、区が設計要件としてまとめた「世田谷区本庁舎等整備基本構想」（以

下「基本構想」という。）をもとに、「提案を踏まえながら、人、組織を選ぶ」世田谷区本庁

舎等整備基本設計業務委託公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）において、

最優秀となった提案の考え方を尊重し、今後、基本設計を進めるにあたり、区の基本的な考

え方をまとめるものである。 

本素案は、基本構想において「検討する」とした各項目中、設計要件をより明確にするた

め、基本設計の基本的事項を中心に、基本構想から設計要件を変更したもの、より詳細にし

たもの、さらに、プロポーザル時の提案を区として検証・検討し、整理したものを記載して

いる。今後、基本構想で示した設計要件に、本素案で記載した内容、さらに引き続き検討す

る事項等を加え「基本設計方針」としてまとめ、これをもとに基本設計を進めていく。 

基本設計、さらには実施設計の各段階に応じて、詳細な検討を進め、２１世紀半ばを長期

にわたり区政を支える拠点となる本庁舎等の整備を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎等整備基本構想 
本庁舎等整備基本設計業務委託公募型 

プロポーザル最優秀者提案 

本庁舎等整備基本設計方針（素案） 

検討事項等の追加整理 

本庁舎等整備基本設計方針 
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第１章 これまでの経緯 

 
世田谷区役所本庁舎及び区民会館は、建築後５０年以上を経過しており、災害対策や区民

サービス、環境性能など様々な機能を向上させる必要がある。区では、本庁舎等整備の検討

を進め、本庁舎等に必要な機能、規模等をまとめ、平成２８年１２月に基本構想を策定した。 
区では、「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」「区民の安全・安心を支える防災拠

点となる庁舎」「すべての人にわかりやすく、利用しやすい、人にやさしい庁舎」「機能的・

効率的で柔軟性の高い庁舎」「環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎」の５つの基

本的方針や区民会館の整備方針、規模・工期等の必要な要件など、「基本構想」に込められ

た区の要求を的確に咀嚼し、区が求める規模、庁舎機能等を適切に設計に反映するとともに、

それらを確実に実現する技術力と総合的な調整力を有する、区民及び区にとって最適な設計

者を選定するため、公募型プロポーザルを実施した。 
プロポーザルでは、現在地で区庁舎や総合支所の業務を継続させながら、本庁舎等に必要

な機能、規模等を確保するとともに、現在の空間特質を継承しつつ防災拠点となりうる持続

可能な本庁舎等の整備について、周辺環境との関係性及び敷地内の配置の考え方や既存建物

に関する具体的な方策等を含めて、提案を求めた。 
設計者選定の審査にあたっては、建築、ホール、防災、行政、都市計画、ランドスケープ

の各専門分野の学識経験者７名による世田谷区本庁舎等設計者審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を立ち上げ、区の求めた整備条件をもとに、公平、公正かつ慎重に審査を行

い、平成２９年９月２７日に最優秀者及び次点者が決定された。 
プロポーザルにおいては、一次審査を通過した６者の二次提案書の公開展示及び区民意見

聴取を行い、提出された６８０件の区民意見については、参考資料として審査委員に事前に

提出するとともに、最終審査のプレゼンテーション及びヒアリングを公開で行い、公正で、

透明性・公開性のある選定方法で審査を行った。公開プレゼンテーション及びヒアリングに

は、３７４名の方が来場され、区民からも高い関心を集めた。 
区では、これまでの区議会との議論や審査委員会の審査経過等を踏まえ、審査委員会の審

査結果を尊重し、最優秀者である株式会社佐藤総合計画と契約を締結した。 
区は株式会社佐藤総合計画からの提案が、必要な機能・規模、事業費の抑制、工期の短縮、

現庁舎等の空間特質の継承、さらに、現在の本庁舎敷地内で災害対策本部機能など本庁舎等

の機能を維持しながら、解体・建築を繰り返すという極めて高い要求水準に対する最適な解

であると考え、この考え方を基本に基本設計を進めることとした。 
一方、区では、本庁舎等整備に関する多岐にわたる課題を検討するため、平成２９年４月

に「本庁舎等整備推進委員会」を設置し、本委員会に「働き方・執務環境」「区民サービス・

窓口」「防災・危機管理」「環境」「区民会館」「施設計画」の６つの分科会を設け、本庁舎等

整備に向けた諸課題をテーマごとに検討を進め、さらに１０月からは、設計者からプロポー

ザル時に示された案をもとに、基本設計者報告会や情報発信場所に寄せられた区民意見等も

参考に検討を進め、「基本設計方針（素案）」をまとめた。 
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第２章 基本設計の基本的な考え方 

 
今回、基本設計を進めるにあたり、最優秀者に選定された株式会社佐藤総合計画のプロポ

ーザル時の提案内容において、特に審査委員会の審査講評で高く評価された以下の点を区の

基本的な考え方とし、区民の利便性や防災性の向上など、基本構想における５つの基本的方

針等に基づき、更なる深化、発展を目指し、必要な検討を行っていく。 

１ 分棟型の建物を繋ぐ「世田谷リング」というコンセプトによって全体として一体感をも

たせ、各施設の機能的な連携を図るとともに、来庁者にとってもわかりやすい構成とする。 
（１）自由な交流を促す「広場の継承発展」  

（２）交流体験を継承する「区民会館の保存再生」  

（３）広場に寄り添い、交流と防災性を高める「低層型庁舎」  

（４）これら全てを有機的につなぐ空間として計画する「世田谷リング」 

（５）中央の広場を囲むように本庁舎・総合支所・区民会館をリング状にバランスよく配置

し、広場に面して窓口・待合・相談スペースを集約 

２ シンプルかつ効率的な配置計画とし、執務空間を低層に配置し、将来の変化にも対応し

やすいフロア構成とする。 
（１）上下移動が少ない低層型庁舎 

（２）広くまとまりのあるフロア構成 

（３）低層階に区民窓口、区民交流機能・区民協働拠点を集約し、来庁者が訪れやすく利用

しやすい設え 

３ 外壁の構成など建築上の工夫によるエネルギー消費量の低減や、中間期における自然換

気システムなど自然エネルギーの活用により、環境負荷が最小となる庁舎とする。 

４ 区民会館ホールを保存・再生し、東側道路からのアプローチや広場の構成を含めて、現

庁舎等の空間特質の特徴を継承する。 

 
《プロポーザル提案時の庁舎イメージ》 
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第３章 検討体制 

 
本庁舎等整備は、現在の敷地内で、本庁舎等の機能を維持しながら、解体・建設を繰り返

すという極めて難易度の高い事業であることから、計画の検討にあたっては、ＣＭ（コンス

トラクション・マネジメント）業務*の外部委託を導入し、専門的な知見から技術的な検証・
課題整理などの支援を受けながら進めている。 
庁内では、多岐にわたる課題や諸条件を検討するため、平成２９年４月に本庁舎等整備推

進委員会を設置し、本委員会に「働き方・執務環境」「区民サービス・窓口」「防災・危機管

理」「環境」「区民会館」「施設計画」の各テーマごとに６つの分科会を設け、本庁舎等整備

に向けた諸課題を検討し、さらに、設計者からプロポーザル時に示された案について、検証・

検討を行っている。 
また、若手職員等が組織や職務を超えて自由な発想で、今後の働き方や執務環境をテーマ

に、ワークショップを行い、これを関係する分科会に報告して、検討を進めてきた。 
引き続き、本検討体制により、各課題について、働き方改革の議論とも並行し、全庁的に

検討を進める。 
 
 
≪本庁舎等整備検討体制図≫ 
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第４章 本庁舎等の規模 

 

１ 職員数 

（１）現時点において、人口増に伴う各分野の行政需要の増加のほか、児童相談所の移管な

どの増要素が見込まれる。一方、本庁舎等の竣工時期を踏まえると、東京２０２０オ

リンピック・パラリンピック競技大会の終了や地区地域の充実・強化を目指す地域行

政の推進、さらに中長期的には、働き方改革の推進、またＩＣＴやＩｏＴ技術の進展

等における減要素も見込まれる。 

（２）このことを踏まえつつ、将来の変化に対応できるよう、規模を考える上で、ひとつの

基準となる職員数を３,１００名とする。 

 

２ 集約施設 

（１）基本構想で示した集約施設に加え、エムケイアースビル内にある保健所試験検査機能 
（約１，０００㎡）について、保健所機能との連携から、本庁舎等整備に合わせて集約

し、本庁舎内に保健所として一体化して整備する。 
（２）産業振興公社等については、本庁機能でないことから、本庁舎等には集約しない。 
（３）集約後の施設について、借上げ施設は返還を基本としつつ、区所有施設は他の行政需

要への対応、貸付・売却による税外収入策等を含め、資産として有効活用を検討する。 

 

３ 駐車場・駐輪場等 

（１）来庁者用 

  ①駐車場 

現在の利用状況や混雑状況等を踏まえ、来庁者用駐車場は現状の５３台から８０台に

増やす。また、車いす使用者用駐車場を区ユニバーサルデザイン推進条例に基づき、適

宜整備する。さらにカーシェアリング・レンタカーの手法により、公用車の更なる削減

について検討し、削減したスペースを来庁者用駐車場に転換していくなど、引き続き台

数確保に向けた取組みを進めていく。 

  ②駐輪場 

    現在の利用状況や混雑状況等を踏まえ、来庁者用駐輪場は現状の約２３０台から 

３００台に増やし、来庁者の利便性に配慮して、東西敷地地上部に分散して整備する。 

  ③バイク置場 

    現在の利用状況等を踏まえ、現在専用スペースを設定していない来庁者用バイク置場 
は、３０台分を新たに整備する。 

（２）公用・職員用 

  ①駐車場 

公用駐車場は、本庁舎車両（公用車）削減方針に基づき、現状の１７４台から１４７

台に削減する。 

１４７台のうち、車いす使用職員用駐車場を２０台（現状１３台）整備する。 
【参考】本庁舎車両（公用車）削減方針 

ア）所管で所有する車両を統廃合し、本庁舎で所有する車両を削減する。 
イ）所管の車両の削減に伴い、共用車両を増台するとともに、緊急時対応車両と
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して使用可能な仕組みを構築する。 
ウ）併せて、法人向けカーシェアリング・レンタカーの活用を検討する。 
エ）将来的には、すべての車両を集中管理とするなど、車両管理の抜本的な見直

しを図る。  
  ②駐輪場 

現在の利用状況や登録台数を勘案し、８００台とする。 
  ③原付・バイク置場 

現在の利用状況や登録台数を勘案し、１６１台とする。 
 

【参考】 

 種別 台数 現状からの差 
（１）来庁者用 

① 駐車場 ８０ ２７ 

② 駐輪場 ３００ ７０ 

③ バイク置場 ３０ ３０ 

（２）公用・職員用 

① 駐車場 １４７ △２７ 

② 駐輪場 ８００ １００ 

③ 原付・バイク置場 １６１ ５０ 

 
４ 本庁舎等の規模 

  プロポーザル時の設計者提案の全体規模約６７，１４０㎡をもとに、職員数やエムケイア 

ースビル保健所試験検査機能の集約等を考慮し、面積を増加させ、他の機能との考え方も整 

理し、約６９，０００㎡を必要な全体規模の目標に設定し、基本設計を進めていく。 

なお、各棟の機能連携を強化するための地下通路の面積やデッキ下等の法令上の面積は、

今後、法的な扱いについて整理していくことから、法定延床面積は増加する。 
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第５章 本庁舎等の配置と構成 

１ 配置の考え方 

（１）本庁舎等は、東棟、西棟の２棟の建物及び区民会館ホールで広場を囲む構成（世田谷リ

ング）とする。 
（２）本庁舎・総合支所・区民会館をリング状にバランスよく配置した中央に、自由な交流を

促す広場を創出し、２階部分をデッキで結ぶ。 

（３）敷地中央の道路は、広場との一体的な利用を図るため、歩行者自転車専用を目指し、一

部を地下駐車場等への車両の出入りとして利用する。 

２ 庁舎の機能的、効率的な連携 

（１）東西の棟は、関連部署を近接に配置し、地上、２階デッキ、地下通路で接続し、区民、

職員いずれにとっても、利用しやすい機能的な庁舎とする。 
（２）東西の各棟の１～２階間には、階段、エレベーターのほか、エスカレーターを設置し、

上下階の移動がより容易になるよう配慮する。 
（３）世田谷総合支所の一体性を考慮した配置を優先するとともに、関連性の高い窓口は、な

るべく同一フロアに配置する。 
（４）来客が多く、かつ区民による利用が多い窓口・相談機能のある部署（区民窓口部署）は

低層階に配置する。 
（５）東棟１階は、区民の参加と協働・交流の拠点とし、区民利用に供する。 
（６）災害対策本部（本部長室、本部会議室、オペレーションルーム等）は、停電によるエレ

ベーター等の停止に備え東棟３階へ設置し、災対統括部（危機管理室）、災対総務部（総

務部、区長室）は平時から同一フロアとする。 

（７）その他の部署は中層階に配置する。 

（８）議会機能は、行政からできるだけ独立したものとし、東棟の上層階に配置する。 

（９）来庁者用駐車場は、東棟地下に配置するものとし、公用駐車場は、東西の各棟地下に配

置するものとする。 
（10）区民会館のホワイエは東棟１階ロビー（エントランス）と一体的に活用する。 

   

デッキ

道路・広場

連絡通路

連絡通路

　　　　　　西　棟 　　　　　　　　　　　　　　　　　　東　棟 

区民窓口部署・・・世田谷総合支所、財務部、保健福祉部、障害福祉担当部、高齢福祉部、子ども・若者部、世田谷保健所
その他の部署・・・政策経営部、庁舎整備担当部、施設営繕担当部、生活文化部、地域行政部、スポーツ推進部、環境政策部、産業政策部、
                         清掃・リサイクル部、梅ヶ丘拠点整備担当部、都市整備政策部、防災街づくり担当部、みどりとみず政策担当部、道路・交通政策部、
                         土木部、会計室、教育委員会事務局、教育政策部、生涯学習部、選挙管理委員会事務局、監査事務局

エントランス

議 会

その他の部署

駐車場、機械室、倉庫駐車場、機械室、倉庫

その他の部署

駐車場、倉庫

区民窓口部署

区民窓口部署

災害対策本部

区長室、総務部、危機管理室

区民交流

区民会館

区民会館

エントラ

ンス
駐車場、機械室、倉庫
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３ 本庁舎等へのアプローチ 

（１）歩行者のアプローチ 

①本庁舎等へのアプローチとして、東急世田谷線松陰神社前駅方面は東側敷地の東側、東

急世田谷線世田谷駅方面及び小田急小田原線梅ヶ丘駅方面は西側敷地の西側を、歩行者

のメインアプローチとする。また、北側、南側からのアクセスにも配慮した計画する。 
②西側敷地から広場へのアクセスを良くするため、西側敷地にもピロティを設け、都市計

画道路補助第１５４号線（区役所西通り）からユニバーサルデザインにも配慮した動線

を確保する。 
（２）バス、タクシー 

歩行者の東側敷地の東側メインアプローチとの連携を図り、バスベイ４台分、タクシ

ー乗り場３台分程度を設置する。バスベイ等は、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進

条例」を踏まえて計画する。 
（３）車両（自動車、自転車）等 

①来庁者用駐車場は、周辺交通への負荷や各棟へのアクセスの利便性を考慮し、東棟地下

に配置するものとし、これを踏まえ西棟側地上部には車いす使用者用の乗降スペースを

確保する。 
②駐車場から各棟へは、雨天時の移動や障害者の移動等も含め、来庁者の動線に配慮し、

地下に通路を設ける。 
③来庁者用駐輪場は、東棟敷地と西棟敷地に分散して、地上部に配置する。 
④迎賓車両を受け入れるため、東側道路からの乗り入れを確保する。 

（４）大型バス 

    大型バスの利用状況を踏まえ、地上部に２台分の駐車スペースを確保する。 
 
４ 建設手順 

（１）仮庁舎及び仮駐車場用地の確保 

同一敷地内において、解体・建設を繰り返す今回の本庁舎等整備において、工事中の

安全性確保や工期短縮を図るためには、より安全で無理のないローリング計画（建替え

手順の計画）を立てる必要がある。 

今回の整備では、段階的な工事により、順次庁舎機能の更新を図ることを予定してお

り、第１段階においては、区民会館東側にある低層棟の解体及び区民会館ホールの改修

を行うことから、解体する建物に存する執務室や区政情報センター等のスペースを確保

する必要がある。また、工事期間中は駐車場の一部が使用できなくなるため、区役所周

辺において代替地を確保する必要がある。 
これらのことから、以下の既存の施設及び用地を仮庁舎や仮駐車場用地として、活用

を図る。 
さらにローリングを安全かつ円滑に行うため、区民会館ホール内にある物品の保管場

所等のスペースが必要であることから、引き続き活用できる用地等の確保を図っていく。 
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【仮庁舎 予定地】 

施設名 所在地 延床面積 
北沢保健福祉センター 松原６－３－５ １，９９５㎡ 

 

【仮駐車場用地 予定地】 

施設名 所在地 敷地面積 
世田谷四丁目１４番公園予定地 世田谷４－１４ ５７５㎡ 

（２）移転等の対応 

①円滑に第１段階の工事に着手するために、ローリング計画を踏まえて、平成３０年度中

に移転対象部署等を選定し、平成３１年度より順次仮庁舎への移転を行う。 
②工事工程とともに、ローリング計画を策定し、各部署の移転計画を作成していく。 
③仮庁舎へ移転する具体的な部署や機能については、組織改正への対応も含め、本庁舎の

機能を可能な限り維持することに配慮し、検討していく。 
（３）災害対策本部機能の対応 

庁舎機能は安全・安心を最優先とし、工事期間中も災害対策本部機能を維持する。 
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第６章 個別機能ごとの整備方針（基本構想で示した整備方針から追加、修正した点） 

 

１ 区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎 

（１）参加と協働・交流の機能 

東棟１階を区民の参加と協働・交流の拠点として位置づけ、区民活動スペース、区政

情報センターや展示コーナー、売店などを設置するとともに、区民からの情報発信にも

対応できるギャラリー機能を持たせる。 

プライバシー保護等から、必要に応じて、個別ブースの設置や他機能との一体的な利

用等、区民団体の活動がしやすいものとする。 

① ロビー 
来庁者の待ち合わせや一時的な打ち合わせなどが可能な空間として、東棟１階にロビ

ーを設け、広い空間を必要とするイベントなどに利用できる多目的な空間を兼ね備えた

整備とする。 
② 区民交流室 
様々な区民の活動団体が、打ち合わせや共同作業などに使える部屋（会議室）を東棟

１階に設けるとともに、２階デッキに面して配置し、夜間や閉庁時にも区民が利用でき

るようにする（２階デッキに面する部屋は、開庁時は行政の会議室として活用）。 
③ 区民交流スペース 
区民の協働による様々な非営利の活動団体等が、自由に打ち合わせや共同作業などの

交流に使えるオープンなスペース（机・いす等の配置）を庁舎ロビーとは別途確保する

とともに、カフェ機能との連携も図り、多目的に利用できる空間を整備する。 
④ 区政情報コーナー 
ア）区政情報や区の魅力（文化・歴史・芸術、観光等）に関する資料やパンフレットな

ど、様々な情報を集約して提供する区政情報センターを設置する。 
イ）行政情報等を提供する掲示板や展示スペース、区議会放送用テレビについては、庁

舎ロビーに設け、積極的な情報提供に努める。 
ウ）個別ブースを設けるなど、区民が落ち着いて利用できるように配慮する。 
⑤ ギャラリー 
交流自治体などのＰＲ、区民活動のＰＲが可能なギャラリー機能を確保する。 

（２）広場機能 
広場は様々なイベントの開催や東棟１階及びピロティと一体利用が可能な空間とす

る。 
（３）利用者サービス 

①カフェ 

区民会館利用者以外も気軽に利用でき、交流可能な場として整備する。 
②レストラン（食堂） 

区民だけでなく職員も利用可能なレストラン（食堂）を区民会館ホールに近接した所

に１箇所設置する。来庁者と職員の様々な利用ケースを想定した規模、レイアウト等の

検討を行なう。 

③売店 

区民だけでなく職員も利用可能な売店を１箇所設置する。 
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④展望ロビー 

東棟最上階には展望ロビーを設け、区民が利用できるよう工夫する。 
 

２ 区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎 

（１）高い耐震性の確保 

①本庁舎 

大規模地震発生直後から速やかに災害対策本部等として機能する必要がある本庁 

舎は免震構造とする。 
②世田谷区民会館 

人命の安全確保に加えて、機能確保が図られる耐震安全性構造体Ⅱ類相当以上とする。 
（２）災害対策機能の強化 

① 災害対策本部機能 
ア）災害対策本部会議室は、停電によるエレベーター等の停止に備え東棟３階へ設置す 

る。平時は、庁議室等として有効活用する。 

イ）災害対策本部長室を設置し、区長室（区長応接室等）と兼ねる。 

ウ）災害発生時に迅速かつ的確な意思決定ができるよう、災害対策本部の中枢機能であ

る、災対統括部（危機管理室）、災対総務部（総務部、区長室）は平時から同一フ

ロアとする。 

エ）災害対策本部会議室に近接して、災害時の対応について具体的な作業を行う部屋と

して、「オペレーションルーム（７０名程度収容）」を整備する。 

②主な必要諸室等 

ア）災害対策各部の活動のうち、災害時に本部の指揮命令の下で一元管理を要する業務

や一体的に行うべき業務は「オペレーションルーム」を想定する。 

イ）警察、消防、自衛隊など防災関係機関及びライフラインの確保や復旧を担う民間事

業者の活動・待機場所は「オペレーションルーム」を想定する。 

ウ）他自治体支援職員の活動・待機場所は「会議室等」を想定する。 

エ）報道機関等への情報提供、記者の取材・待機場所は、災害対策本部室（区長室）と

の関係性に配慮し、エリア区分が可能な会議室を活用する。 

オ）職員の仮眠室は、休養室を中心に考え、今後検討する。 

カ）災害情報を含め、様々な情報の発信の場として、エフエム世田谷のサテライトスタ

ジオを東棟１階に設置する。 

キ）災害対策本部の諸室が配置される棟にアンテナ類を設置する。 

ク）ヘリポートについては、区立羽根木公園及び区立総合運動場を場外離着陸場とする

ため、物資輸送機能としては、本庁舎に必要ないが、災害等の救助活動としてのホ

バリングスペースは、今後、消防機関と協議し、設置の有無について最終的に決定

する。 

ケ）災害時に災害対策各部の会議室となる部屋を適宜配置する。   

コ）緊急物資等の集積地及び配送拠点となる区民会館には、物資の集積が円滑、効率的

に行えるよう、なるべく連続した７００㎡の空間を確保する。複数室に分かれる場

合も、災害時には壁を撤去できるような利用を検討する。 
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③広場空間 

ア）物資輸送及び関係機関等の車両の駐車スペースについては、１，６００㎡（４０台

×４０㎡）とし、原則区民会館に隣接とする。 

イ）物資輸送の車両は基本的に２ｔトラックとし、大型トレーラー等は想定しない。 

（３）行政機能の継続性の確保 

①非常電源等 

ア）災害時において、災害対策本部会議室を設置する東棟３階フロア及び災害対策各部

の本部室とする部屋があるエリア及び業務継続に必要な箇所は、停電時、コンピュ

ータ及び業務上必要な設備等は、１週間機能するものとする。 

イ）非常用発電設備等の機器の設置場所については、浸水状況等を考慮し、地盤調査の

結果により、最終的に決定する。 

②給排水 

ア）本庁舎は給水拠点であることから、現在の井戸の活用も考慮しつつ、給水口を設置

する。給水口の位置については、災害時の動線等を考慮する。 

イ）災害時の本庁舎従事職員１,２００人が７日間使用することを想定した容量の汚水

槽を整備する。なお、配置については東棟と西棟に分棟していることから、２箇所

に分ける。 

③備蓄スペース 

災害時の本庁舎従事職員１,２００人分の食料３日分、飲料水（ペットボトル）３日

分及び排便収納袋を備蓄する倉庫を確保する。 

④サーバー室 

大規模災害に係る災害対応において、被害状況の把握、災対統括部から災対各部及び

災対各部間の情報伝達や情報共有を行うため、最低限庁内ネットワークが利用可能な認

証基盤システムを構築する。 

⑤災対世田谷地域本部室等 

災対地域本部室及び地域水防本部室を設置する。それぞれが独立して機能する配置と 

し、平時は会議室等として活用する。 

  ⑥地下駐車場 

    地下駐車場は、物資輸送車両の駐車場やその他の災害対策業務としての活用について

も、今後検討していく。 

（４）セキュリティ対策 

①エリアに応じたセキュリティ対策 

それぞれのエリアに応じたセキュリティ対策を講じる。各エリア区分については、今

後、平面計画を進めていく中で検討する。 

《エリア区分イメージ》 

ア）誰でも利用できる 

開庁時間は誰もが自由に利用できるエリア 
例）ロビー、待合スペース、エレベーター、廊下など 

イ）許可を得た来庁者と職員のみ利用できる 
相談や届出等を行う人が利用するエリア 
例）相談室、会議室など 
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ウ）職員のみ利用できる 
職員のみが入室可能なエリア 
例）執務スペース、更衣室など 

エ）特定の職員のみ利用できる 

限られた職員のみが入室可能なエリア 

例）無線統制・システム管理室、無線・システム機械室等 

 

３ すべての人にわかりやすく、利用しやすい、人にやさしい庁舎 

（１）案内機能の充実 

本庁舎等へのアプローチを踏まえ、区民から見つけやすい、わかりやすい場所に総合

案内（庁舎案内）を設置する。 
（２）窓口機能の整備 

①窓口配置の考え方 

ア）世田谷総合支所の一体性を考慮した配置を優先する。 
イ）関連性の高い、窓口配置にあたっては、なるべく同一フロアに配置し、近接配置と

する場合は、棟を跨がずに上下階に配置する。 
②区民対応の窓口 
区民対応の窓口（世田谷総合支所、財務部、保健福祉部、障害福祉担当部、高齢福祉

部、子ども・若者部、世田谷保健所）は、一番利便性がよく、また、フロアごとの連携

が取りやすい、低層階（西棟地下１階、１階、２階及び東棟２階を基本）に配置する。 

（３）待合い空間の充実 

繁忙期、臨時的な窓口設置を考慮し、現状の窓口混雑状況を踏まえ、相互に待合スペ

ース等を共用できるように配置する。 
（４）すべての人にやさしい庁舎 

①庁舎全体の案内等 

周辺からのアクセスも含めた、庁舎全体の案内等について、すべての人に分かりやす

く、利用しやすい、人にやさしい庁舎整備を進める。 
②区民ニーズの把握 
設計段階においてユニバーサルデザイン検討会等を実施し、多様な区民のニーズを把

握し、施工段階においても多様な区民の参加で整備を進める。 
（５）利用しやすい移動空間の整備 

    各棟の配置や部署配置を今後進めていく中で、エレベーターやエスカレーター等の設

置など、区民が移動しやすい動線を確保していく。 

①エスカレーター 

来庁者が多く訪れる１、２階について、エスカレーターを設置する。 
②地下通路 

駐車場から各棟の窓口への雨天時等の動線を考慮し、東棟と西棟の間に地下通路を

設ける。 
（６）喫煙所の整備 

庁舎敷地内に喫煙所を設置する。設置場所は、受動喫煙防止を目的とする健康増進法

改正の動向等を踏まえて、子ども等への健康影響にも特に配慮し、屋外とする方向で検
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討する。 
 

４ 機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎 

（１）執務空間のあり方 

①執務フロアの基本的方針 

ア）部・課の間に間仕切りを設けずフロア全体を有効に活用できるオープンフロアを基

本とし、各課や職員間のコミュニケーションが図りやすい機能的・効率的な空間と

する。 

イ）将来の行政需要の変化による組織改正等に伴うレイアウト変更にも柔軟に対応でき

る、床下に一定の配線空間を設けたフリーアクセスフロア（ＯＡフロア）を採用す

る。 

②執務レイアウト 

ア）執務室の机や椅子・配置を統一化し、組織改正や異動の際には人だけが動き、レイ

アウト変更が不要であり、スペース効率のよい空間が構築できるユニバーサルレイ

アウトを基本とし、レイアウト変更によるコストと時間を省いていく。 

イ）インターネット、庁内ＬＡＮ環境の整備など、情報通信技術（ＩＣＴ）を積極的に

活用するとともに、働き方改革に取り組み、どこでも仕事ができる環境の整備や、

働き方に合わせたレイアウトなどについて、引き続き検討を進める。 

③打ち合わせスペース・連携スペース 

ア）共用のオープンな打ち合わせスペースを各フロアに配置し、部署横断的なプロジェ

クトなど職員間のコミュニケーションの促進を図るスペースを設ける。 

イ）キャスター付きの机や立ったまま打ち合わせできる机を配置するなど、打ち合わせ

の内容や人数に応じて、効率的な打ち合わせができるようにする。 

④執務サポートエリア 

コピー・プリンタースペース、ごみ分別スペースなどの執務サポートエリアを集約・

共用化し、フロアごとに標準配置し、部門間のコミュニケーションを誘発する。 

（２）会議室の整備 

①会議室 

ア）会議室は原則全庁共用化し、効率的な稼働を確保するため、予約システムの導入を

図っていく。 

イ）会議室は、必要な規模・数を確保し、共用管理に適した配置とする。 

ウ）中会議室及び大会議室は可動間仕切りなどにより、必要に応じて規模を変更できる

仕様とする。 
②会議手法 

ＩＣＴの活用などにより、ペーパーレス会議に取り組む。 

（３）書庫・倉庫の整備 

①書庫 

ア）オープンフロア実現に向け、低い収納を採用するため、個人のデスク周りを含めた

執務室内の文書の削減に取り組んでいく。具体的な削減手法については、重複文書

の廃棄、常用文書の見直し、電子化によるペーパーレスの推進、外部書庫の活用な

ど、今後の働き方改革も見据え、全庁的に取り組んでいく。 
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イ）全庁共用で一定程度集約し、収納効率のよい什器を配置するとともに、使用頻度の

高い一部の文書等については、執務エリアへの配置を検討する。 

②倉庫 

ア）管理・運用方法の見直しや老朽物品の廃棄、外部倉庫の活用などにより、削減に取

り組んでいく。 

イ）全庁共用で一定程度集約し、収納効率のよい什器を配置するとともに、保管物品の

内容に応じ、車両による搬入出に良好な場所にも適切に配置する。また、使用頻度

の高い一部の物品については、執務エリアへの配置を検討する。 

（４）職場環境の整備 

①ロッカー・更衣室 

ア）ロッカーと更衣室は、性別等に配慮し、適切に集約配置する。 

イ）ロッカーは、全職員数を確保し、ロッカーサイズは着替えの必要性などを考慮する

とともに、スペース効率を高める工夫について検討する。 

②レストラン（食堂） 

職員だけでなく区民も利用可能なレストラン（食堂）を１箇所設置する。来庁者と職

員の様々な利用ケースを想定した規模、レイアウト等の検討を行なう。 

③休憩スペース 

自席では休憩できない職員や持参した弁当等を食べる職員のための休憩スペース及

び横になることもできる休養室を適切に配置する。また、休憩時以外は打ち合わせ等で

も利用可能なスペースとして活用する。 

（５）議会機能 

①議会機能の充実  

ア）適切なセキュリティ対策を講じるとともに、議員への面会や会議の傍聴に訪れる区

民が各諸室へスムーズに移動ができるよう動線を確保する。 

②区民に開かれた議会 

ア）誰もが利用しやすい議会施設となるよう授乳室を整備するなど、ユニバーサルデザ

インに配慮する。 

③必要な諸室及び機能等 

ア）議場は２層吹き抜けの構造とし、小さい子どもと一緒に会議が傍聴出来るような防

音に配慮した傍聴席を設ける。 

イ）議場、委員会室等については、定例会等で使用しない期間の有効活用を図る。 

 

５ 環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎 

（１）目標とする環境指標と達成目標の設定 

建築環境総合性能評価システムＣＡＳＢＥＥ*のＳランクの達成を目指すとともに、
ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ*も視野に入れた設計を行う。 

（２）導入するシステムとエネルギー 

①屋上緑化などにより建物を高断熱化するとともに、庇・ルーバーによる日射遮蔽、自然

換気の活用により、熱負荷を軽減する。 
②ＣＯ２削減や省エネルギーの推進を図るため、高効率機器（空調、給湯、照明等）や自

動制御装置などの省エネルギーシステム、太陽光などの再生可能エネルギーや雨水など
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の自然の恵みを有効利用した設備を導入する。 
③ＢＥＭＳ（中央監視装置等）の導入により、建物全体のエネルギー供給や需要の状況を

可視化し、空調・照明設備などを効率的に制御し、ＥＭＳサービス（ＢＥＭＳデータを

解析し運用改善につなげる民間サービス）と併せて無駄な運転を省くことで、省エネル

ギーの実現を図る。 
（３）緑化について 

①出来る限り地上部緑化に努めつつ、屋上緑化や壁面緑化などについても適宜配置し、み

どり率３３%を目指す。 
②既存樹木も含め、植栽の種類や配置の工夫、適正管理により質の向上も図る。 

（４）みどりのネットワークの形成 

周辺とのつながりを意識したみどりのネットワークの形成により、防災、減災、風景

づくりなどのみどりの機能を効果的に発揮させるとともに、生きものの移動や多様な植

栽など、生物多様性も考慮し、広場・緑地の緑化と壁面・屋上などの施設緑化を一体的

に整備する。 
 

６ 世田谷区民会館 

（１）世田谷区民会館ホールの基本的な考え方 

世田谷区民会館ホールは、区民会館利用者の安全を図り、かつ避難場所へのスムーズ

な移動ができる耐震性（耐震安全性構造体Ⅱ類相当以上）を確保した上、ホール機能の

向上を図り、区民会館ホールを保存・再生する。 

（２）世田谷区民会館ホールの整備方針 

①多目的ホール 

世田谷区民会館ホールは、集会や式典を基本に、様々な芸術活動の発表等もできる多

目的ホールとする。 

②構造・設備 

音楽演奏に対応できる構造・設備を備える。 

③音響 

日常的に音楽演奏を楽しむ区民が快適に演奏できる音響レベルを確保する。 

（３）世田谷区民会館機能 

  世田谷区民会館機能として、以下の機能を整備する。 
① ロビー・ホワイエ 
現在、式典や行事の受付、バザー等の会場として広く活用されているため、同程度の

規模を有するロビー・ホワイエを整備する。 
② 控室・楽屋 
シャワー室、トイレ等を含む楽屋機能を拡充するとともに、可動間仕切り等による柔

軟な利用など、空間を有効活用する。 
③ 練習室 
ア）集会室等と兼用しない専用の部屋として、防音等楽器演奏への配慮、床や壁面（鏡

張り）など音楽、舞踊、演劇の練習に適した仕様の練習室を２室以上新たに設ける。 

イ）舞台リハーサルも想定し、大きめの部屋を１室は確保する。 
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④ ホール 
ア）行事・式典等の出席者が着席できる座席数（９００席程度）を確保する。 
イ）座席空間は最新の標準レベル程度に充実（座面広さ、前後距離、通路等）する。 

ウ）座席は固定式を基本とし、音響への支障がなければ可動式も含めて検討する。 

エ）車椅子席、親子室を確保する。 
⑤ 舞台 
ア）現世田谷区民会館ホールの規模を確保しつつ、面積配分等の調整や設計上の工夫等

により、近年整備された他自治体の多目的ホールも念頭に置き拡充を検討する。 

イ）音楽演奏に対応できる構造・設備（可動式の反響板で舞台の上・奥・左右を囲むな

ど）を備える。 

ウ）舞台装置等搬入出に配慮すること。 

⑥ 集会室 
ア）主な用途 

区民が集会等を行うスペースとして整備する。行政機能として必要な会議室の役

割（会議・研修・健診等）については、区民会館集会室の利用を原則想定しないも

のとする。可動間仕切りを設置し、柔軟な利用ができるようにする。 

イ）各種設備等 

ⅰ 出入口の動線を考慮に入れつつ、非常口、倉庫、控室（１室）、各種設備等につい

て確保する。 
ⅱ 一般的な防音対策を施す。ただし、ホールの練習室としての利用を前提としない。 

（４）動線 

① 人の動線 
ホール入口から座席までや練習室から舞台・楽屋までの動線は、ユニバーサルデザイ

ンに基づいて整備する。 
② 搬入出の動線 
物資の搬入出が円滑、効率的に行えるよう、段差や開口部の大きさに配慮する。段差 

が小さく間口の大きな開口部（搬入出口）を設ける。館内では物資を台車に載せて運搬

できるよう、その動線には段差を作らない。 

（５）災害時の活用 

物資の集積が円滑、効率的に行えるよう、なるべく連続した７００㎡の空間を確保す

る。複数室に分かれる場合も、災害時には壁を撤去できるような利用を検討する。 
（６）広場の一体的利用 

大型車による舞台への搬入出や楽屋入口への配車、ホール来場者の臨時駐輪場などが

必要な場合があり、広場機能を確保しながらも区民会館利用者（事業の開催者、来場者）

の利便性を考慮する。 
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第７章 今後の検討課題 

 

今後、基本設計方針をもとに基本設計を進めていくが、基本設計や実施設計において継続し

て検討していかなければならない来庁者用駐車場台数、仮庁舎及び仮駐車場用地の確保と移転

等の対応や、働き方改革に応じた執務環境の整備、国や都の動向も留意した喫煙所の整備、区

民会館の耐震性の確保や機能の向上などの課題について、引き続き検討を進める。 

特に、現在、国では働き方改革の議論が進み、職員の働き方が今後変わっていくとともに、

ＡＩ等の発達やＩＴ、ロボット技術などの技術革新が進み、区においても、これらの活用によ

り、業務の効率性を上げ、職員１人１人の生産性を上げていく必要がある。 

また、区民ニーズはますます多様化し、課単独ではなく、複数の組織の連携や、民間企業と

の連携した取組みに対応可能な本庁舎等の整備が求められる。 

 これらの課題に加え、年少人口や高齢者人口が増えている状況の中、区民の利便性や安全性

の向上を図り、将来の変化に対応できるフレキシブルな整備となるよう、引き続き検討をして

いく。 

これらの課題には、ソフト・ハード両面からの対応が求められており、基本設計、実施設計、

移転、竣工等各段階に合わせ、今後とも取り組んでいく。 
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第８章 今後の進め方 

 

１ 今後のスケジュール 

平成３０年 ５月下旬  基本設計方針（案）策定 
       ９月    基本設計（案）中間報告策定 

 ３１年 ２月    基本設計（案）策定 
 

２ その他 

（１）区民参加 

   区民に親しまれる安全・安心な魅力ある本庁舎及び区民会館を整備するため、基本設計

を進めるにあたり、プロポーザル時の提案をもとに、今後のスケジュールを踏まえ、区民

参加を以下の方法で進める。 
①世田谷リング会議 

設計者から設計の各段階のたたき台を示し、リング会議メンバーと設計プロセスを共有

し、意見交換を行う。会議は、設計者（株式会社佐藤総合計画）が運営し、区は、共同事

務局の一員として参加する。 
区が設計要件としてまとめた本庁舎等整備基本構想の内容や、プロポーザルの提案の考

え方が設計に反映されているかを、これまでの過程で関わった専門家や、プロポーザルの

実施等の過程等で関心をお持ちいただいた区民に確認いただくことを主な目的としつつ、

周辺地域の方等にも参加いただきながら、プロポーザルの提案がより良い設計につながる

よう会議を運営していく。 
②テーマ別ワークショップ 

本庁舎や区民会館における機能や使い方などを主なテーマに設定し、区民（団体）や職

員が参加するワークショップや学習会などを実施し、まとめられた意見を基本設計ならび

に、その後の実施設計等の検討素材とする。 
③区民説明会 

   設計の各段階で、区としてまとめた考え方を区民に説明し、意見を集約するため、説明

会を開催する。 
 ④情報発信の場 

   区役所第１庁舎１階ロビーに情報発信の場（世田谷区本庁舎・世田谷区民会館整備Ｉｎ

ｆｏ－Ｂａ（場））を設置し、本庁舎等整備に関する情報を常時提供するとともに、区民

が意見を提出できるように意見箱を設置する。 
（２）周辺環境への配慮 

本庁舎敷地周辺の住宅地への視線・景観に配慮した離隔距離の確保や緑地の整備、上層

階のセットバックなど、日影の影響、圧迫感、さらには施設に起因する風害、公害、騒音・

振動、電波障害等の極力の防止を図るよう、周辺環境に十分配慮していく。 
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≪用語解説≫ 

用語 解説 

ＣＭ（コンストラクション・マネジ

メント）業務 

【Ｐ５】 

適切な品質の確保、コストの適正化、厳格なスケジ

ュール管理などの観点から、専門的な知見で技術的側

面から発注者を支援する業務。 

ＣＡＳＢＥＥ（キャスビー） 

（建築環境総合性能評価システム） 

【Ｐ１６】 

建築物の環境性能で評価し格付けする手法。省エネ

ルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環

境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮など

も含めた建物の品質を総合的に評価するシステムで

ある。 

ＣＡＳＢＥＥの評価は、エネルギー消費・資源循

環・地域環境・室内環境の４要素に基づき「建築物の

環境品質（Ｑ）」と「建築物の環境負荷（Ｌ）」を定量

化し、「建築物の環境効率（ＢＥＥ）」をＱ／Ｌで算定

される評価点として求めるもので、ＢＥＥの値に応じ

てＳ、Ａ、Ｂ＋、Ｂ－、Ｃの５段階の評価ランクに位

置づけるものとしている。 

ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル） 

【Ｐ１６】 

快適な室内環境を保ちながら、高断熱化・日射遮蔽、

自然エネルギー利用、高効率設備により、できる限り

の省エネルギーに努め、太陽光発電等により再生可能

エネルギーを創ることで、年間で消費する建築物の一

次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指

した建築物をいう。 

ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ（ゼブ・レディ）は、再生可能

エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から５

０％以上の一次エネルギー消費量を削減した建築物。

なお再生可能エネルギーを加えて、７５％以上省エネ

を達成したものをＮｅａｒｌｙ ＺＥＢ（ニアリー・

ゼブ）、１００％以上省エネを達成したものをＺＥＢ

（ゼブ）という。 

 


